
監査結果公表第５号 

   公の施設の指定管理者監査結果報告について 

 

 地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき、公の施設の指定管理者監査を執行し

たので、同条第９項の規定により、その結果に関する報告を公表する。 
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                   四日市市監査委員  樋 口  孝 
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第１ 監査の概要 

 １ 監査の種類     公の施設の指定管理者監査 

 ２ 監査対象      タイムズグループ 

（代表団体：タイムズ 24㈱構成団体：タイムズサービス㈱、タイムズコミュニケーション㈱） 

都市整備部 道路管理課（指定管理に関する事務の所管所属） 

 ３ 対象年度      令和６年度 

 ４ 対象事項      施設の管理運営に関する事務及び出納その他の事務 

 ５ 監査期間      令和８年１月１３日 

 ６ 監査の主な実施内容 四日市市監査基準に基づき、監査対象への聞き取り調査や過去の監査

結果を踏まえて、出納その他の事務の執行に内在するリスクを想定し、

リスク発現を防止するための対応策を確認するとともに、出納その他

の事務の執行状況について、関係資料の提出を求め、関係職員から説

明を聴取したうえで、諸帳簿等の抽出調査を行った。公の施設の指定

管理者に対しては、条例及び協定書等に沿って適切な管理が行われて

いるか、また、所管所属に対しては、公の施設の指定管理者への指導

監督が適切に行われているかにそれぞれ重点を置いて監査を実施した。 

 

第２ 監査対象の概要 

 １ 指定管理者の概要 

グループの名称  タイムズグループ 

代 表 団 体 タイムズ２４ 株式会社 

構 成 団 体 
タイムズサービス 株式会社 

タイムズコミュニケーション 株式会社 

住  所 東京都品川区西五反田２丁目 20 番４号 

 

 ２ 指定管理の内容 

施  設  名 
四日市市営中央駐車場（以下、中央駐車場) 

四日市市営本町駐車場（以下、本町駐車場） 

所  在  地 

〇中央駐車場 

四日市市諏訪町 1 番２５号 

〇本町駐車場 

四日市市本町３番３号 

設置年月： 

〇中央駐車場 

 平成元年４月 

〇本町駐車場 

 昭和６０年１２月 

指定管理期間 令和６年４月１日 ～ 令和１１年３月３１日 



 

指 定 管 理 料 

０円 

（利用料金収入（令和６年度）） 

  中央駐車場 １７，３５９，１８１円 

  本町駐車場  ８，８９７，７２０円 

指 定 管 理 に 

係る収支状況 

(令和６年度 ) 

 収 入   ２６，２５６，９０１円 

 支 出   ３４，０３９，８５４円 

 収 支   △７，７８２，９５３円 

利 用 実 績 

年間利用台数 

中央駐車場 

 令和４年度   ２６２，７７６台 

 令和５年度   ２５０，３１８台（前年度比１２，４５８台減） 

  令和６年度   ２５４，５６４台（前年度比 ４，２４６台増） 

 

  本町駐車場 

 令和４年度     ６，７９０台 

 令和５年度     ８，０４９台（前年度比 １，２５９台増） 

  令和６年度     ６，１９１台（前年度比 １，８５８台減） 

 

 ３ 指定管理の業務範囲 

   ア 施設の利用許可、利用者へのサービス、広報その他施設の運営に関すること。 

   イ 施設の利用料金の徴収、減免、還付その他利用料金に関すること。 

   ウ 施設及び附属設備の維持管理に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ４ 収支状況                              （単位：円） 

項 目 実施計画（a） 実績額（b） 比較増減（b）－（a） 

利用料金収入 ３２，１４０，０００ ２６，２５６，９０１ △５，８８３，０９９ 

指定管理料 ０ ０ ０ 

収入 計 ３２，１４０，０００ ２６，２５６，９０１ △５，８８３，０９９ 

人件費 ４，８６３，０００ ５，４８２，７３０ ６１９，７３０ 

消耗品費 １，４６０，０００ １, １０３，２７３ △３５６，７２７ 

光熱水費 ４，９３２，０００ ４，０６３，６６６ △８６８，３３４ 

修繕料 ８００，０００ １，３６４，６３８ ５６４，６３８ 

駐車場機器等修繕料 ８１１，０００ １，９２２，８７２ １，１１１，８７２ 

通信運搬費 １，６１６，０００ ６４３，６２２ △９７２，３７８ 

広告料 ６０，０００ ４３８，２４０ ３７８，２４０ 

手数料 ２００，０００ １５４，３３９ △４５，６６１ 

保険料 ８５，０００ ８４，３８８ △６１２ 

委託料 ８，３４５，０００ ７，８０８，２９６ △５３６，７０４ 

使用料 １５２，０００ １５２，３１６ ３１６ 

市への納付金 ５，６１０，０００ ５，６１０，０００ ０ 

その他 １９８，０００ ９７，７６４ △１００，２３６ 

一般管理費 ３，０３３，０００ ５，１１３，７１０ ２，０８０，７１０ 

支出 計 ３２，１６５，０００ ３４，０３９，８５４ １，８７４，８５４ 

収  支 △２５，０００ △７，７８２，９５３ △７，７５７，９５３ 

 

  



 

第３ 監査の着眼点 

１ 想定されるリスクからの着眼点 

  事務事業におけるリスクについて事前調査でのリスク評価や聞き取りにより設定した。 

●指定管理者【タイムズグループ】 

 （１）公の施設が適切に管理されず、安全性が確保されないリスク 

（２）施設の使用許可、利用に係る料金の徴収が、公平公正に、規定の手続に基づいて行われ

ないリスク 

（３）施設の管理に係る収支会計処理が適切に行われないリスク 

●所管部局【都市整備部 道路管理課】 

（１）指定管理者の指定におけるリスク 

（２）指定管理者への指導監督が適正に行われないリスク 

 

２ ３Ｅ（経済性、効率性、有効性）・合規性等の視点からの着眼点 

   事務事業の合規性や正確性のみならず、経済性、効率性、有効性の視点等から設定した。 

 

第４ 監査の結果 

   上記の着眼点に基づき監査を行った結果、次のとおり、内在するリスクや事務の一部に是正

又は改善を要するものなどが見受けられた。今後の事務執行にあたっては、これらに十分留意

するとともに、その措置を講じるよう要望する。 

   なお、措置を講じたときは、遅滞なく報告されたい。 

 

１ 想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果 

【タイムズグループ】 

（１）公の施設が適切に管理されず、安全性が確保されないリスク 

◆施設が、関係法令、条例等の定めるところにより、善良な管理者の注意をもって適切に管

理されず、安全性が不十分となっていないか。具体的には、使用者の安全や施設の景観を

損なうような状況が発生していないかを適宜確認し、何かあれば速やかに対処されている

か、協定書等に基づく義務の履行は適切に行われているか。 

 

    リスク発現への予防策・リスクの発現状況 

 駐車場における運営・管理業務全般のマネジメントや保守メンテナンス・集金業務

等についてはタイムズ24株式会社（運用営業）、タイムズコミュニケーション株式会社

（コールセンター）、タイムズサービス株式会社（緊急対応、清掃業務・機器定期保守

点検・保安業務・集金業務）が連携して行っている。市の貸与備品については、定期

的に実査、確認を行っている。令和６年度において緊急対応に至った事例はなかった。

協定書等に基づく義務の履行は適切に行われている。この点について、所管部局の実

査やヒアリングにより確認を受けている。 

 

    意 見 

① 発券機については、日常的な点検に努め、故障により市民利用に支障が生じないよ



 

う取り組むこと。 

② 大雨時に浸水しやすい箇所への止水板の設置については、今年度中に一部導入され

る予定とのことであるが、引き続き、今後必要となる対策や設備の在り方について検

討を継続すること。 

③ 駐車場内での清掃については、入庫する車両との接触等、事故につながるおそれが

あることから、清掃時間帯や作業方法などについて十分に検討を行い、利用者の安心・

安全の確保に努めること。 

④ 本町駐車場において、利用者にとって定期駐車枠と時間貸枠が分かりやすくなるよ

うな表示や工夫を行うこと。 

 

（２）施設の使用許可、利用に係る料金の徴収が、公平公正に、規定の手続に基づいて行われな

いリスク 

◆利用料金を指定管理者が設定する場合、あらかじめ市の承認を得ているか。また、施設の

使用許可、利用料金の収納や減免、還付等の手続きが適正に行われているか。 

 

    リスク発現への予防策・リスクの発現状況 

 利用料金は四日市市駐車場条例別表第９条関係に定める額の範囲内であり、市の承

認を得ている。施設の使用許可については同条例第７条に定めるとおりである。利用

料金の収納や還付等の手続きについては、令和６年度四日市市営中央駐車場及び四日

市市営本町駐車場指定管理者管理業務仕様書に基づき適正な事務処理が行われていた。 

 

（３）施設の管理に係る収支会計処理が適切に行われないリスク 

◆施設の管理に係る収支会計処理は、証拠書類を整えた上で適切に行われているか。指定管

理業務に関する会計が、指定管理者の団体としての業務に関する会計とまとめて会計管理

されたり、指定管理料が団体としての業務の経費と混同されたりしていないか。 

 

    リスク発現への予防策・リスクの発現状況 

 施設管理に係る収支については、基本協定書に基づき、完全利用料金制を前提とし、

利用料金から管理費用を差し引いた残余は指定管理者の利益とすることができる。市

に対しては年度協定書に定める負担金を支払っている。 

施設管理業務に係る費用は管理費用と一般管理費から構成されている。一般管理費

は、タイムズグループが負担する統括管理料等の共通経費を管理対象施設に配分した

金額である。利用料金収入はタイムズグループの収益とは明確に分けられている。月

次収支は、指定管理者から毎月提出される月報で報告され、所管課で内容の確認を行っ

ている。 

 

    意 見 

① 行政利用に係る駐車に関しては無料扱いとなっているが、今後、電子申請の普及等

により、無料となる駐車場利用が減少し事業収支の好転が期待されることに伴い、相

対的に指定管理者が市に支払う負担金を増加できる可能性も想定される。最近の行政



 

動向を踏まえつつ、将来の変化も見据えた上で、負担金の適正水準の把握に努めるこ

と。 

② 本町駐車場において２階と屋上の利用料金が同額となっている。利用者の声も踏ま

え、料金の設定について検討すること。 

 

 【都市整備部 道路管理課】 

（１）指定管理者の指定におけるリスク 

◆指定管理者の指定において、法、条例等に基づいた、適正・公正な指定が行われず、偏っ

た視点で指定されたり、当該施設の目的やコンセプトに沿った管理運営を行うにあたり不

適当な団体が指定されたりするリスクはないか。 

 

    リスク発現への予防策・リスクの発現状況 

 四日市市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第２条第１項に基

づき公募を行った。指定管理者選定委員会のヒアリング、審査の結果、当該団体が適

正に指定管理者に選定され、議会の議決を経て指定されている。  

     

◆応募にあたっての参入障壁がなく、公平に機会が与えられているか。 

 

    リスク発現への予防策・リスクの発現状況 

 指定管理者の募集に際して、市としては、行財政改革課作成のモデル募集要項記載

の基本的な条件を満たすことを求めているのみであり、特別な条件を付すことなく広

く公募していることから、公平に機会は与えられていると考える。平成２６年度以降、

継続して当団体が指定管理者に選定されているが、平成１８年度の指定管理者制度導

入以降平成２５年度までは他社（株式会社日本メカトロニクス）が選定されている。 

  

 意 見 

    指定管理料収入がないものの、市への納付金を支払う仕組みとなっているため、令

和６年度は事業収支が赤字となっている。事業者が過度な負担を負うことなく運営で

きるよう、赤字とならない仕組みの構築について行政側において検討するとともに、

できるだけ多くの事業者が参入しやすい環境づくりに努めること。 

  

（２）指定管理者への指導監督が適正に行われないリスク 

◆指定管理者への指導監督は適正に行われているか。モニタリング評価は適切に行われてい

るか。 

 

    リスク発現への予防策・リスクの発現状況 

 指定管理者から、月次報告書、年次報告書等を受理するとともに、ヒアリングや協

議の実施、施設の訪問などにより、業務の履行確認を行っている。モニタリング評価

は、マニュアル及び実施手順書に基づき行っているとのことであるが指定管理者につ



 

いて求められる「四日市市モニタリングマニュアル」に基づくモニタリングについて、

以下の点が実施されていなかった。 

① モニタリングのチェックシートは①から⑨まであるが、当施設は①から⑤までし

か作成されていない。 

② 毎月報告される業務報告書に基づく月次のチェックシートが作成されていない。 

 

    指 摘 

 一部のモニタリングチェックシートの提出漏れは、所管課の認識不足に起因する。

チェックシート①～⑨の整備を速やかに完了し、併せて月次チェックシートの作成を

実施すること。 

 

    意 見 

所管課は基本協定書、年度協定書、仕様書と現場の実態に齟齬が生じないよう、基

本協定書等の内容を十分確認し、適正な指定管理業務委託に努めること。また、定期

的に現場に出向き、協定書と実態の確認を行うこと。 

 

２ ３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果 

 【タイムズグループ】 

    意 見 

     ① 防災への取り組みについて【合規性の視点・有効性の視点】 

       昨今、災害リスクが高まっている状況を踏まえ、行政と連携の上、地震や火災等の

災害種別に応じた訓練の実施について検討を進めること。 

② 適正な事務処理について【合規性の視点】 

金融機関への入金のタイミングについては、協定書では速やかに行うこととされて

いる一方、実際の運用は毎週金曜日となっている。協定書の記載内容と整合するよう、

見直しを行うこと。 

③ 職員配置について【合規性の視点】 

ア 常駐職員が時間帯によって１名になることについては現行の仕様書の記載と整合

していない。 

実態と仕様書の記載内容が異なると、指定管理者の選定に当たって応募を検討し

ていた事業者に対して誤解を与えかねないため、実態と仕様書の記載内容が整合す

るよう、十分留意すること。 

イ 清掃業務の現場において、スタッフ間の指示やコミュニケーションの在り方につ

いて、職場において誰もが気持ちよく働ける環境を確保する観点から、十分なコミュ

ニケーションを図り、適切な指示や対応が行われるよう努めること。 

 

  【都市整備部 道路管理課】 

       特になし 

 

 



 

 

  【タイムズグループ・都市整備部 道路管理課】 

     意 見 

      ① 車両盗難対策について 【有効性の視点】 

本町駐車場における車両盗難については、利用者からの損害賠償請求が生じる可

能性も踏まえ、リスクの観点から防犯カメラの設置などを含めた必要な対策につい

て検討すること。 

② 職員配置について【合規性の視点】 

清掃員について仕様書では「平日１名以上、４時間以上配置」と定められている

一方、指定管理者が清掃業務を委託しているアサヒファシリティーズとの契約書で

は「３時間以上」となっており、実態としては４時間以上の清掃が行われている。  

早急に改善を行うとともに、実態と契約書や仕様書との整合性について、市とし

ても見落としがないよう、平素から確認を行うよう努めること。 

  

 

  



 

第１ 監査の概要 

 １ 監査の種類     公の施設の指定管理者監査 

 ２ 監査対象      友輪株式会社 

都市整備部 道路管理課（指定管理に関する事務の所管所属） 

 ３ 対象年度      令和６年度 

 ４ 対象事項      施設の管理運営に関する事務及び出納その他の事務 

 ５ 監査期間      令和８年１月１３日 

 ６ 監査の主な実施内容 四日市市監査基準に基づき、監査対象への聞き取り調査や過去の監査

結果を踏まえて、出納その他の事務の執行に内在するリスクを想定し、

リスク発現を防止するための対応策を確認するとともに、出納その他

の事務の執行状況について、関係資料の提出を求め、関係職員から説

明を聴取したうえで、諸帳簿等の抽出調査を行った。公の施設の指定

管理者に対しては、条例及び協定書等に沿って適切な管理が行われて

いるか、また、所管所属に対しては、公の施設の指定管理者への指導

監督が適切に行われているかにそれぞれ重点を置いて監査を実施した。 

 

第２ 監査対象の概要 

 １ 指定管理者の概要 

名 称     友輪株式会社  

代 表 者 代表取締役 松本 功弘 

住 所 東京都千代田区内神田三丁目５番３号 

 

 ２ 指定管理の内容 

施  設  名 

四日市市近鉄四日市駅南自転車等駐車場（以下、南駐輪場） 

四日市市近鉄四日市駅北自転車等駐車場（以下、北駐輪場） 

レンタサイクルポート近鉄（以下、レンタ近鉄） 

レンタサイクルポートＪＲ（以下、レンタＪＲ） 



所  在  地 

〇南駐輪場 

四日市市鵜の森一丁目１６番４号 

〇北駐輪場、レンタ近鉄 

四日市市安島一丁目 1 番２６号 

〇レンタＪＲ 

四日市市本町３番８５ 

設置年月： 

〇南駐輪場 

 平成９年３月 

〇北駐輪場 

 平成９年３月 

〇レンタ近鉄 

 平成２６年４月 

〇レンタＪＲ 

 平成２６年４月 

指定管理期間 令和４年４月１日 ～ 令和９年３月３１日 

指 定 管 理 料 ５，６６１，０００円 

指 定 管 理 に 

係る収支状況 

(令和６年度 ) 

 収 入   ３２，８４０，９４０円 

 支 出   ３２，４５５，２０４円 

 収 支      ３８５，７３６円 

利 用 実 績 

定期利用 

駐輪場 

 令和４年度   ８，８０２台 

 令和５年度   ８，８５２台（前年度比   ５０台増） 

  令和６年度   ８，８９４台（前年度比   ４２台増） 

 

  レンタ 

  令和４年度   ２，２８２台  

  令和５年度   ２，２９７台 （前年度比  １５台増） 

  令和６年度   ２，８６５台 （前年度比 ５６８台増） 

 

 一時利用 

  駐輪場 

 令和４年度   ４０，７７９台 

 令和５年度   ３９，７２３台（前年度比 １，０５６台減） 

  令和６年度   ４１，７５７台（前年度比 ２，０３４台増） 

 

  レンタ 

  令和４年度   １７，４７０台 

  令和５年度   １７，２９６台（前年度比   １７４台減） 

  令和６年度   １７，１９８台（前年度比    ９８台減） 



 

 ３ 指定管理の業務範囲 

   ア 施設の利用許可、問い合わせ等への対応その他施設の運営に関すること。 

   イ 施設の利用料金の徴収、減免、還付その他利用料金に関すること。 

   ウ 施設及び附属設備の維持管理に関すること。 

 

 ４ 収支状況                              （単位：円） 

項 目 実施計画（a） 実績額（b） 比較増減（b）－（a） 

利用料金収入 ２６，８８６，２００ ２７，１７９，９４０ ２９３，７４０ 

指定管理料 ５，６６１，０００ ５，６６１，０００ ０ 

収入 計 ３２，５４７，２００ ３２，８４０，９４０ ２９３，７４０ 

人件費 ２２，３２４，０００ ２１，９８８，１９９ △３３５，８０１ 

消耗品費 ０ ６，８６９ ６，８６９ 

印刷製本費 ４８０，０００ ５７０，０１９ ９０，０１９ 

光熱水費 １，６５９，０００ １，６６６，０４０ ７，０４０ 

修繕料 ９８４，０００ ９９１，０６０ ７，０６０ 

通信運搬費 １３５，０００ １２４，６２５ △１０，３７５ 

手数料 １０９，５００ １０５，０７１ △４，４２９ 

保険料 １０１，２００ １００，２７０ △９３０ 

施設維持管理費 ７３９，５００ ７３８，１００ △１，４００ 

廃棄物処理代 ９４，０００ ９２，４００ △１，６００ 

レンタサイクル整備費 ７５０，０００ ７６９，０５５ １９，０５５ 

備品購入費 ０ ８２，５００ ８２，５００ 

一般管理費 ２，９１１，０００ ２，９１１，０００ ０ 

租税公課費 ２，２６０，０００ ２，３０９，９９６ ４９，９９６ 

支出 計 ３２，５４７，２００ ３２，４５５，２０４ △９１，９９６ 

収  支 ０ ３８５，７３６ ３８５，７３６ 

 

  



第３ 監査の着眼点 

１ 想定されるリスクからの着眼点 

  事務事業におけるリスクについて事前調査でのリスク評価や聞き取りにより設定した。 

●指定管理者【友輪株式会社】 

 （１）公の施設が適切に管理されず、安全性が確保されないリスク 

（２）施設の使用許可、利用に係る料金の徴収が、公平公正に、規定の手続に基づいて行われ

ないリスク 

（３）施設の管理に係る収支会計処理が適切に行われないリスク 

●所管部局【都市整備部 道路管理課】 

（１）指定管理者の指定におけるリスク 

（２）指定管理者への指導監督が適正に行われないリスク 

 

２ ３Ｅ（経済性、効率性、有効性）・合規性等の視点からの着眼点 

   事務事業の合規性や正確性のみならず、経済性、効率性、有効性の視点等から設定した。 

 

第４ 監査の結果 

   上記の着眼点に基づき監査を行った結果、次のとおり、内在するリスクや事務の一部に是正

又は改善を要するものなどが見受けられた。今後の事務執行にあたっては、これらに十分留意

するとともに、その措置を講じるよう要望する。 

   なお、措置を講じたときは、遅滞なく報告されたい。 

 

１ 想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果 

【友輪株式会社】 

（１）公の施設が適切に管理されず、安全性が確保されないリスク 

◆施設が、関係法令、条例等の定めるところにより、善良な管理者の注意をもって適切に管

理されず、安全性が不十分となっていないか。具体的には、使用者の安全や施設の景観を

損なうような状況が発生していないかを適宜確認し、何かあれば速やかに対処されている

か、協定書等に基づく義務の履行は適切に行われているか。 

 

    リスク発現への予防策・リスクの発現状況 

 駐輪場における運営・管理業務全般のマネジメントや保守メンテナンス・集金業務

等については友輪株式会社が行っている。市の貸与備品などについては、定期的に実

査、確認を行っている。令和６年度において緊急対応に至った事例はなかった。協定

書等に基づく義務の履行は適切に行われている。この点について、所管部局の実査や

ヒアリングにより確認を受けている。 

 

    意 見 

① 高額な自転車の盗難防止策として、ロックバー等の盗難防止設備の設置を検討する

こと。 

② 市民が快適に利用できるよう、清掃を徹底するなど、施設の美観の維持に努めるこ



と。 

 

（２）施設の使用許可、利用に係る料金の徴収が、公平公正に、規定の手続に基づいて行われな

いリスク 

◆利用料金を指定管理者が設定する場合、あらかじめ市の承認を得ているか。また、施設の

使用許可、利用料金の収納や減免、還付等の手続が適正に行われているか。 

 

    リスク発現への予防策・リスクの発現状況 

 利用料金は四日市市自転車等駐車場等条例別表第１１条関係に定める額の範囲内で

あり、同条例制定時に市の承認を得ている。施設の使用許可については同条例第１０

条に定めるとおりである。利用料金の収納や還付等の手続きについては、令和６年度

四日市市近鉄四日市駅南自転車等駐車場及び四日市市近鉄四日市駅北自転車等駐車場

等指定管理業務仕様書に基づき適正な事務処理が行われていた。 

 

（３）施設の管理に係る収支会計処理が適切に行われないリスク 

◆施設の管理に係る収支会計処理は、証拠書類を整えた上で適切に行われているか。指定管

理業務に関する会計が、指定管理者の団体としての業務に関する会計とまとめて会計管理

されたり、指定管理料が団体としての業務の経費と混同されたりしていないか。 

 

    リスク発現への予防策・リスクの発現状況 

施設管理に係る収支については、基本協定書に基づき、自転車等駐車場等施設の管

理運営について要する経費から利用料金収入見込額を差し引いた額を、予算の範囲内

において友輪株式会社に委託料として支払っている。 

施設管理業務に係る費用は管理費用と一般管理費から構成されている。一般管理費

は、友輪株式会社が負担する統括管理料等の共通経費を管理対象施設に配分した金額

である。利用料金収入は友輪株式会社の収益とは明確に分けられている。月次収支は、

指定管理者から毎月提出される月報で報告され、所管課で内容の確認を行っている。 

 

    意 見 

① 利用料金については、収支が赤字とならない水準となるよう、適正な料金設定に努

めること。利用実績については、収入以外の指標（利用回数等）の把握や、継続的な

集計・分析に努めること。 

② つり銭の実在性を立証するための資料の一部に不備があった。後日の確認に資する

ため、現金出納簿等の記録の整備を徹底すること。あわせて、電子マネー等のキャッ

シュレス決済の利用が広がれば、つり銭の金額は相対的に減少することが見込まれる

ことから、キャッシュレス決済の利用拡大にも努めること。 

 

 

 



 【都市整備部 道路管理課】 

（１）指定管理者の指定におけるリスク 

◆指定管理者の指定において、法、条例等に基づいた、適正・公正な指定が行われず、偏っ

た視点で指定されたり、当該施設の目的やコンセプトに沿った管理運営を行うにあたり不

適当な団体が指定されたりするリスクはないか。 

 

    リスク発現への予防策・リスクの発現状況 

 四日市市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第２条第１項に基

づき公募を行った。指定管理者選定委員会のヒアリング、審査の結果、当該団体が適

正に指定管理者に選定され、議会の議決を経て指定されている。 

 

◆応募にあたっての参入障壁がなく、公平に機会が与えられているか。 

 

    リスク発現への予防策・リスクの発現状況 

 指定管理者の募集に際して、市としては、行財政改革課作成のモデル募集要項記載

の基本的な条件を満たすことを求めているのみであり、特別な条件を付すことなく広

く公募していることから、公平に機会は与えられていると考える。平成１８年度の指

定管理者制度導入以降、他社（ミディ総合管理株式会社）が選定された平成２６年度

から２８年度を除き、当団体が指定管理者に選定されている。 

 

（２）指定管理者への指導監督が適正に行われないリスク 

◆指定管理者への指導監督は適正に行われているか。モニタリング評価は適切に行われてい

るか。 

 

    リスク発現への予防策・リスクの発現状況 

指定管理者から、月次報告書、年次報告書等を受理するとともに、ヒアリングや協

議の実施、施設の訪問などにより、業務の履行確認を行っている。 

モニタリング評価は、マニュアル及び実施手順書に基づき行っているとのことである

が、指定管理者について求められる「四日市市モニタリングマニュアル」に基づくモ

ニタリングについて、以下の点が実施されていなかった。 

① モニタリングのチェックシートは①から⑨まであるが、当施設は①から⑤までし

か作成されていない。 

② 毎月報告される業務報告書に基づく月次のチェックシートが作成されていない。 

 

    指 摘 

一部のモニタリングチェックシートの提出漏れは、所管課の認識不足に起因する。

チェックシート①～⑨の整備を速やかに完了し、併せて月次チェックシートの作成を

実施すること。 

 

 



    意 見 

所管課は基本協定書、年度協定書、仕様書と現場の実態に齟齬が生じないよう、基

本協定書等の内容を十分確認し、適正な指定管理業務委託に努めること。また、定期

的に現場に出向き、協定書と実態の確認を行うこと。 

 

２ ３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果 

 【友輪株式会社】 

    意 見 

     ① 管理人不在時の現金管理について【有効性の視点】 

       午後８時から午前６時までの管理人不在時は、利用料金を料金箱に投入する取扱い

としているが、この運用は仕様書に明記されていない。盗難や紛失のリスクを回避す

るため、他市の運用状況も参考に、交通系ＩＣカードの活用等によるキャッシュレス

化を推進するとともに、協定書・仕様書と実態が整合するよう見直しを行うこと。 

     ② 防災への取り組みについて【合規性の視点・有効性の視点】 

      ア 昨今、災害リスクが高まっている状況を踏まえ、所管課と連携の上、地震や火災

等の災害種別に応じた訓練の実施について検討を進めること。 

イ 避難誘導訓練における避難誘導先の選定に当たっては、災害特性等、実際に想定

される条件を考慮すること。 

      ウ 大雨による浸水被害を防止するため、市のハザードマップを参照し、止水板の設

置を検討するなど、想定される状況に応じた対策を講じること。 

      ③ レンタサイクル事業について【有効性の視点】 

       高齢化の進展や中央通り再編事業の推進により、今後は自転車のニーズが高まるこ

とが見込まれることから、自転車の増車を検討すること。あわせて、災害時の帰宅困

難者への自転車利用等の対策を検討すること。 

      

【都市整備部 道路管理課】 

      特になし 

 

 



 

 

第１ 監査の概要 

 １ 監査の種類     公の施設の指定管理者監査 

 ２ 監査対象      アクティオ株式会社 

             商工農水部 商業労政課（指定管理に関する事務の所管所属） 

 ３ 対象年度      令和６年度 

 ４ 対象事項      施設の管理運営に関する事務及び出納その他の事務 

 ５ 監査期間      令和８年１月３０日 

 ６ 監査の主な実施内容 四日市市監査基準に基づき、監査対象への聞き取り調査や過去の監査

結果を踏まえて、出納その他の事務の執行に内在するリスクを想定し、

リスク発現を防止するための対応策を確認するとともに、出納その他

の事務の執行状況について、関係資料の提出を求め、関係職員から説

明を聴取したうえで、諸帳簿等の抽出調査を行った。公の施設の指定

管理者に対しては、条例及び協定書等に沿って適切な管理が行われて

いるか、また、所管所属に対しては、公の施設の指定管理者への指導

監督が適切に行われているかにそれぞれ重点を置いて監査を実施した。 

 

第２ 監査対象の概要 

 １ 指定管理者の概要 

名  称  アクティオ株式会社 

代 表 者 代表取締役社長 淡野 文孝 

住  所 東京都目黒区東山一丁目５番４号ＫＤＸ中目黒ビル６階 

 

 ２ 指定管理の内容 

施  設  名 四日市市すわ公園交流館 

所  在  地 四日市市諏訪栄町２２番２５号 設置年月：平成１５年８月 

指 定 期 間 令和６年４月１日 ～ 令和１１年３月３１日 

指定管理料 ２０，０２０，０００円（令和６年度） 

指定管理に 

係る収支状況 

(令和６年度) 

 収 入   ２１，１２８，１７２円 

 支 出   ２３，４２３，８８２円 

 収 支   △２，２９５，７１０円 

利 用 実 績 

年間利用者数 

 令和４年度   ２８，５９６人 

 令和５年度   ４６，７６１人（前年度比 １８，１６５人増） 

  令和６年度   ６４，５９２人（前年度比 １７，８３１人増） 

 

 



 

 ３ 指定管理の業務範囲 

   ア 施設の使用許可、使用許可の取消し、特別の設備の設置許可、施設への入場の制限その

他使用許可に関すること。 

   イ 施設の利用料金の徴収、減免、還付その他利用料金に関すること。 

   ウ 施設及び附属設備の維持管理に関すること。 

 

 ４ 収支状況                              （単位：円） 

項 目 実施計画（a） 実績額（b） 比較増減（b）－（a） 

利用料金収入 ５，５００ ２８，６００ ２３，１００ 

指定管理料 ２０，０２０，０００ ２０，０２０，０００ ０ 

委託・提案事業 ６０７，０００ ３７９，０９２ △２２７，９０８ 

助成金 ７００，０００ ７００，０００ ０ 

受取利息 ０ ４８０ ４８０ 

収入 計 ２１，３３２，５００ ２１，１２８，１７２ △２０４，３２８ 

人件費 ９，８１６，４００ １２，５４１，０４３ ２，７２４，６４３ 

消耗品費 ５００，０００ ３５２，９９９ △１４７，００１ 

印刷製本費 ４０，０００ ５１，３５１ １１，３５１ 

光熱水費 １，０２０，０００ １，０４９，２６１ ２９，２６１ 

修繕料 １，１００，０００ １，１０１，６３４ １，６３４ 

工具器具備品費 ３０，０００ ２２，８８０ △７，１２０ 

通信運搬費 ２５０，０００ ２８３，０６９ ３３，０６９ 

広告料 １００，０００ ５，０００ △９５，０００ 

手数料 １８，０００ １８，３７０ ３７０ 

保険料 ６７，０００ ５７，１３７ △９，８６３ 

委託料 １，５４７，８１０ １，５４７，８１０ ０ 

その他 ７１０，０００ ７２４，３３６ １４，３３６ 

委託・提案事業費 ４，３３７，４００ ３，７４８，２４９ △５８９，１５１ 

一般管理費 １，７９５，８９０ １，９２０，７４３ １２４，８５３ 

支出 計 ２１，３３２，５００ ２３，４２３，８８２ ２，０９１，３８２ 

収  支 ０ △２，２９５，７１０ △２，２９５，７１０ 

 

第３ 監査の着眼点 

１ 想定されるリスクからの着眼点 

  事務事業におけるリスクについて事前調査でのリスク評価や聞き取りにより設定した。 

●指定管理者【アクティオ株式会社】 

 （１）公の施設が適切に管理されず、安全性が確保されないリスク 

（２）施設の使用許可、利用に係る料金の徴収が、公平公正に、規定の手続に基づいて行われ



 

ないリスク 

（３）施設の管理に係る収支会計処理が適切に行われないリスク 

●所管部局【商工農水部 商業労政課】 

（１）指定管理者の指定におけるリスク 

（２）指定管理者への指導監督が適正に行われないリスク 

 

２ ３Ｅ（経済性、効率性、有効性）・合規性等の視点からの着眼点 

   事務事業の合規性や正確性のみならず、経済性、効率性、有効性の視点等から設定した。 

 

第４ 監査の結果 

   上記の着眼点に基づき監査を行った結果、次のとおり、内在するリスクや事務の一部に是正

又は改善を要するものなどが見受けられた。今後の事務執行にあたっては、これらに十分留意

するとともに、その措置を講じるよう要望する。 

   なお、措置を講じたときは、遅滞なく報告されたい。 

 

１ 想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果 

【アクティオ株式会社】 

（１）公の施設が適切に管理されず、安全性が確保されないリスク 

◆施設が、関係法令、条例等の定めるところにより、善良な管理者の注意をもって適切に管

理されず、安全性が不十分となっていないか。具体的には、使用者の安全や施設の景観を

損なうような状況が発生していないかを適宜確認し、何かあれば速やかに対処されている

か、協定書等に基づく義務の履行は適切に行われているか。 

 

    リスク発現への予防策・リスクの発現状況 

 定期点検を計画的に実施し、異常を発見した際には速やかに市へ報告し、市の判断

を仰いだ上で、協定等に基づく適切な修繕対応を行っている。また、予防保全の観点

から日常的な確認や軽微な補修などにも努め、利用者の安全確保と快適な環境の維持

を図っている。市の貸与備品などについても、半期ごとに実査を行っており、年度末

には所管部局の実査により確認を受けている。 

 

（２）施設の使用許可、利用に係る料金の徴収が、公平公正に、規定の手続に基づいて行われな

いリスク 

◆利用料金を指定管理者が設定する場合、あらかじめ市の承認を得ているか。また、施設の

使用許可、利用料金の収納や減免、還付等の手続が適正に行われているか。 

 

    リスク発現への予防策・リスクの発現状況 

 四日市市すわ公園交流館条例施行規則に基づき事務処理が行われていたものの、同

規則第５条第２項に規定されている、専用使用する際の申請について、申請しようと

する日の属する月の初日前３か月より前に申請を受け付けている案件が見受けられた。 

 



 

意 見 

   すわ公園交流館条例施行規則で定められた申請可能期間より前に申請書を受理し使

用許可を行っていたが、所管課と業務内容等について協議のうえ、規則に基づく申請

書の受理及び使用許可を行うよう徹底すること。 

 

（３）施設の管理に係る収支会計処理が適切に行われないリスク 

◆施設の管理に係る収支会計処理は、証拠書類を整えた上で適切に行われているか。指定管

理業務に関する会計が、指定管理者の団体としての業務に関する会計とまとめて会計管理

されたり、指定管理料が団体としての業務の経費と混同されたりしていないか。 

 

    リスク発現への予防策・リスクの発現状況 

 施設管理業務に係る収支と、会社としての業務に関する収支はシステムにより混同

しないように分けていた。 

 

 【商工農水部 商業労政課】 

（１）指定管理者の指定におけるリスク 

◆指定管理者の指定において、法、条例等に基づいた、適正・公正な指定が行われず、偏っ

た視点で指定されたり、当該施設の目的やコンセプトに沿った管理運営を行うにあたり不

適当な団体が指定されたりするリスクはないか。 

 

    リスク発現への予防策・リスクの発現状況 

 指定管理者の選定については、令和５年度において、四日市市公の施設に係る指定

管理者の指定の手続き等に関する条例第２条第１項に基づき公募を行ったところ、応

募は当該団体のみであった。指定管理者選定委員会のヒアリング、審査の結果、当該

団体が適正に指定管理者に指定され、議会の議決を経て指定されている。 

 

◆応募にあたっての参入障壁がなく、公平に機会が与えられているか。 

 

    リスク発現への予防策・リスクの発現状況 

 指定管理者の募集に際して、市としては、行財政改革課作成のモデル募集要項記載

の基本的な条件を満たすことを求めているのみであり、特別な条件を付すことなく広

く公募していることから、公平に機会は与えられていると考える。平成２６年度の選

定時には２者からの応募があったが、それ以降の選定においては応募者はアクティオ

株式会社のみである。 (応募団体１者) 

 

（２）指定管理者への指導監督が適正に行われないリスク 

◆指定管理者への指導監督は適正に行われているか。モニタリング評価は適切に行われてい

るか。 

 

 



 

    リスク発現への予防策・リスクの発現状況 

 指定管理者から、月次報告書、年次報告書等を受理するとともに、ヒアリングや協

議の実施、施設の訪問などにより、業務の履行確認を行っている。 

 モニタリング評価については、毎月、月次報告書が提出された際にチェックシート

に基づき管理運営状況を実地に調査することが定められているが、実施されていな

かった。 

 

    指 摘 

月次チェックシートの作成が実施されていないことは、所管課のマニュアルの理解

不足に起因する誤りであるため、マニュアルに則って実施し、適切な指導に努めるこ

と。 

 

    意 見 

所管課は基本協定書、年度協定書、仕様書と現場の実態に齟齬が生じないよう、基

本協定書等の内容を十分確認し、適正な指定管理業務委託に努めること。また、定期

的に現場に出向き、協定書と実態の確認を行うこと。 

 

 

２ ３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果 

 【アクティオ株式会社】 

    意 見 

     ① 実施する事業の内容について【有効性の視点】 

       実施する事業については、新たな視点や活動を加えながら、地域と連携して共に発

展できるような内容となるよう、継続的に検討し実施していくこと。 

② 来館者の増加について【有効性の視点】 

令和４年度から令和６年度にかけて、毎年１万８千人程度来館者が増加している。

実施事業の検討や日々の取り組みが効果を上げているものと考えられるため、今後も

継続して取り組まれたい。併せて、一度来館した人がリピーターとなることで、中心

市街地の賑わいの創出にもつながるため、何度も足を運んでもらえるような施設とな

るよう所管課と連携を図っていくこと。 

 

【商工農水部 商業労政課】 

    意 見 

関係部局との連携と事業の展開について【有効性の視点・効率性の視点】 

      ア すわ公園交流館の目的である中心市街地の賑わいの創出を図るためにも、所管課

はすわ公園交流館２階の児童館を所管するこども未来部と、それぞれの事業におけ

る今後の連携について検討を進めること。 

      イ 児童館に来館する子どもと地域の交流が図れるような企画について、指定管理者

が実施できるよう、所管課はこども未来部と協議を行うこと。加えて、子どもたち

の居場所となる施設づくりに向けて関係部局とも連携を図っていくこと。また、子



 

どもたちだけではなく、高齢者の生きがいの創出や健康寿命を延ばす居場所ともな

るよう、事業の展開を図っていくこと。 

          

【アクティオ株式会社・商工農水部 商業労政課】 

指 摘 

      休館日の取り扱いについて【合規性の視点】 

   四日市市すわ公園交流館条例施行規則第４条には、休館日を「毎週月曜日。ただし、

その日が国民の祝日に関する法律に定める休日に当たるときは、その翌日とする。」と

規定されている。しかし、実際の運用は翌日ではなく、その後の休日でない日となっ

ており、規則と運用に齟齬が生じているため、市民に誤解を与えることのないよう、

早急に齟齬の解消に努めること。 

意 見 

 連絡調整会議の設置及び運営について【合規性の視点・効率性の視点】 

   指定管理者年度協定書内の管理業務仕様書に定められている、市と指定管理者の月

１回の連絡調整会議が実施されていなかった。事業の企画及び実施並びに施設の管理

及び運営方法を協議するために設置されたすわ公園交流館運営協議会と混同すること

なく、連絡調整会議の確実な実施を徹底すること。 

   また、毎月の連絡調整会議でモニタリングチェックシートの確認を行うなど、効率

的な実施方法について併せて検討すること。 

 


